
災害対策基本法災害対策基本法災害対策基本法災害対策基本法

防災基本計画防災基本計画防災基本計画防災基本計画

補完

広島県「みんなで減災」広島県「みんなで減災」広島県「みんなで減災」広島県「みんなで減災」

県民総ぐるみ運動条例（仮称）県民総ぐるみ運動条例（仮称）県民総ぐるみ運動条例（仮称）県民総ぐるみ運動条例（仮称）

「災害死ゼロ」を目指して県民が取るべき行動を規定

・「命を守る」行動・「命を守る」行動・「命を守る」行動・「命を守る」行動

・「普段から備える」行動・「普段から備える」行動・「普段から備える」行動・「普段から備える」行動

広島県地域防災計画広島県地域防災計画広島県地域防災計画広島県地域防災計画

行政が処理すべき事務を中心に規定

・土砂災害警戒区域及び

土砂災害特別警戒区域の指定

・浸水想定区域の指定

・ハザードマップの作成

・気象情報等の伝達

・住民等の避難誘導に関する計画

・県民の防災意識の高揚

・自主防災組織の組織化及び育成

など

広島県防災対策基本条例広島県防災対策基本条例広島県防災対策基本条例広島県防災対策基本条例

自助，共助，公助を担う各主体の役割を規定

災害防止施設の充実･強化災害防止施設の充実･強化災害防止施設の充実･強化災害防止施設の充実･強化

◇再度災害防止のための緊急対応 ◇計画的な防災施設の整備

・災害により緊急的な対応が必要な箇所は

最優先で再度災害防止に取り組む

ソフト対策ソフト対策ソフト対策ソフト対策

・ひろしま砂防アクションプラン2014

・ひろしま川づくり実施計画2011

・ひろしま海岸整備プラン

ハード対策ハード対策ハード対策ハード対策

ハード・ソフト一体となった総合的な防災・減災対策の体系


